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１ 計画の趣旨                                

安曇野市道路整備推進計画（以下「本計画」という。）は、安曇野市都市計画マスタープ

ランの都市施設整備の基本方針に基づき、質の高い道路網の構築を図る取り組みとして、国

道、県道を含む市内の幹線道路等を対象に、20 年程度先を見据えて目標とする道路網を描

き、現在の道路網をより有効に機能させるために必要な整備内容を見出すことにより、合理

的で効果的な道路整備の推進に資することを目的としています。 

 

２ 計画の改定経過と位置づけ                        

本計画は、平成 27（2015）年度から令和 13（2031）年度までを計画期間とするも

ので、令和３年に第１回改定、令和８年に第２回改定を行いました。アンケート結果に基づ

く道路関連の意向や交通量調査等に基づく道路･交通の現況･課題をふまえ、上位･関連計画

の方向性に即して、今後の道路整備の目標と方針を定め、市民等から市に対する要望や、市

から国や県に対する要望等を精査･反映して立案（改定）するものです。 
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３ 道路整備推進計画                            

（１）計画目標 
本計画では、「持続可能で円滑かつ機能的な道路網の構築」を目標として、この目標を達

成するために必要な道路網（ネットワーク）形成上の視点を以下のようにまとめました。 

視点１ 既存ストックの有効活用 

 

既存道路を有効に活用して持続可能な道路網の構築を図ります。 

 

既存道路の維持管理費の負担増や、人口減少や高齢化の進行に伴う財政的な逼

迫等をふまえ、新規路線の整備はまちづくりとの整合性を考慮して効果や必要性

の明確なものに限定し、既存道路を有効に活用して、持続可能な道路網の構築を

図ります。 

視点３ 基幹路線の多重性の確保 

 

基幹路線の多重性を確保し、道路網の骨格を強化します。 

 

拠点市街間や主要な交通結節点との間を結び、まちの基幹軸として位置づけら

れる路線については、現在又は将来の交通量や沿道の状況、災害時の対応等をふ

まえて、多重性（リダンダンシー）を確保し、道路網の骨格強化を図ります。 

 

視点２ 連続性･完結性の確保 

 

路線の連続性や完結性を向上させ、より円滑な道路網の構築を図ります。 

 

道路管理者の区分によらず、道路網のなかで機能･役割の大きな路線上の未整

備区間の解消や、整備の不十分な区間又は交差点の改善を重視し、路線の連続性

や完結性を向上させ、より円滑に機能する道路網の構築を図ります。 

⒗
計
画
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標
⒘ 
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（２）道路整備方針 
道路整備計画の具体化に向けて次の３つの方針を定め、各方針に基づいて解決すべき道

路･交通の課題や強化を図るべき道路の機能･役割等を整理しました。 

方針Ⅰ 安全･安心な道路整備                       

Ⅰ-① 歩行者の安全な動線の確保 

通学路や駅と主要な集客施設とを結ぶ道路など、歩行者の動線をふまえて、歩道未設置

区間の解消を図り、連続性のある歩道整備を進めます。また、歩道の整備･改良にあたっ

ては、シニアカーや歩行補助車、ベビーカー等の多様な利用に配慮し、有効幅員の確保と

段差解消に努めます。 
 

Ⅰ-② 交通事故の防止 

交通事故の多発する区間や重大事故の発生状況等をふまえて、事故防止につながる道路

整備を進めます。 
 

Ⅰ-③ 災害時における対応力の強化 

災害対応上の主要な施設（本庁舎、各地域支所、ヘリポート、拠点医療機関等）を連絡

し、災害時に有効に機能する道路整備を進めます。 

方針Ⅱ 円滑な交通･交流を促す道路整備                     

Ⅱ-① ボトルネック※の解消 

Ｔ字止まりや右折レーンの不足･未設置交差点など、交通のボトルネックの解消につな

がる道路整備を進めます。整備にあたっては、将来の人口動態や交通需要の変化、維持管

理コストを考慮し、道路拡張によらない手法も含めて検討します。 
※交通の流れの妨げになっている箇所 

 

Ⅱ-② 地域間の移動円滑化（循環軸の強化） 

本庁舎を中心に、５つの拠点市街を結ぶ循環軸をはじめとする各地域間を円滑に移動で

きる動線を確保し、地域交流の促進につながる道路整備を進めます。 
 

Ⅱ-③ 広域交通へのアクセス性の向上 

広域交通の玄関口となる高規格道路等への接続や、松本市をはじめとする隣接自治体へ

のアクセス性を高め、広域的な交流促進につながる道路整備を進めます。 

方針Ⅲ まちの魅力を高める道路整備                    

Ⅲ-① 公共交通機関の利用促進 

市内の各駅に安全かつ円滑にアクセスできる道路の整備を進め、最寄りの公共交通機関

の利用を促し、市全体の自動車交通量の低減を図ります。 
 

Ⅲ-② 自転車通行環境の活用･機能強化 

安曇野市サイクリングコース等の観光･レクリエーション利用の促進を図りながら、自

転車で安全かつ快適に安曇野の魅力を満喫できる動線として、自転車通行環境の維持･強

化を図ります。 
 

Ⅲ-③ 歩いて楽しいまちづくりの促進 

市街地内の通過交通を抑制し、歩行者や多様なモビリティによる賑わいの創出など各地

域の特色を活かしたまちづくりを促す道路整備を進めます。整備にあたっては、自動車交

通から多様な交通手段への転換を含めた柔軟な対応を検討します。 
 

Ⅲ-④ 観光交流･物流機能の強化 

主要な観光･レクリエーション施設、工場団地等へのアクセス性を高め、観光交流や

物流機能の向上につながる道路整備を進めます。 
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現況道路網を再整理する際の各区分の定義 

区 分 定 義 

広域交流幹線 市内を東西又は南北に連絡し、市外に展開する主要な幹線 

地域交流幹線 
広域交流幹線間を接続し、広域交流幹線の代替路としての役割を果たす幹線または広域交流

幹線から派生して、市内外に展開する幹線 

その他の幹線 広域交流幹線または地域交流幹線間を接続し、地域交流や広域交流を補完する補助的幹線 

自転車等優先幹線 主として自転車や歩行者の通行優先となる道路で、地域間を連絡し、広域にも展開する幹線 
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注）新規路線（一部現道活用を含む）につい

ては、幅の広い矢印で表示しています。 
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（３）道路整備計画 

① 目標とする道路網（計画道路ネットワーク）  
現況道路網の幹線機能を再整理した上で、安曇野市都市計画マスタープランに示された

まちづくりの骨格となる基幹軸を基本に、未整備の都市計画道路のほか新たに必要な路線

を見いだし、市として目標とする道路網を詳細化 

した計画道路ネットワークを下図に示しました。 
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注 1） この図の赤字または青字の番号は次ページの整備内容一覧表の番号と対応しています。 

注 2） 新規路線（一部現道活用を含む）については、おおよそのルートや範囲を大きめの円で表示しています。 

注 3） 既存道路でセンターラインの表示があり（幅員 5.5m 以上）、かつ片側または両側に歩道の設置されている区間を黒く塗りつぶして表示しています。 

 

② 整備内容（整備箇所及び整備優先度）                      
現在の道路の整備状況をふまえて、計画道路ネットワークを有効に機能させる上で必要

な整備内容を次ページにまとめ、各整備箇所を下図に示しました。なお、ここで示す整備

優先度は、事業の立ち上げ時期の目安として短期（この先 5～10 年以内）と中長期（10

年以上先）に区分したものです。 
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注 1） 番号の若い方が整備順位が高いということではありません。 注 3） 区間延長は図上での計測に基づく参考値です。  

注 2） 「想定事業主体」で（ ）を付している箇所については県または市との協議を要します。 
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４ 計画の推進方策                             

（１）基本的な考え方 
今後の道路整備は本計画に基づき、国、県、市が互いに連携して、一体となって推進する

ものとし、国道及び県道については、関係各機関に対し、本計画に沿った整備の事業化を積

極的に働きかけ、市道については、厳しい財政状況もふまえつつ、本計画に沿って事業化を

進めます。 

なお、様々な理由で事業化が困難な事態が生じた場合は、順次優先度を繰り上げて、全体

としての計画推進を図ります。 

 

（２）計画の運用方法 
本計画は、Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の PDCA サイ

クルで、策定又は改定（Plan）後、計画に沿って毎年度事業計画を立案し、事業を実施（Do）

し、５年程度に１回又は適期に、交通量の実態把握、その他統計的な資料等による現況･課

題の分析、市民の意向、社会経済情勢の変化、上位･関連計画の内容等をふまえて整備の成

果や効果の評価（Check）を行い、計画内容の見直し（Act）を図りながら推進します。 

 

（３）事業化とともに配慮･推進する取組 

① 多様な整備手法の導入 
自転車通行帯の表示やラウンドアバウト交差点（環状交差点）の整備など、各箇所の道

路形態や交通実態に応じた多様な手法の導入を図り、より費用対効果の高い整備により、

計画道路ネットワークの機能向上を図ります。 

 

② 地域固有の沿道景観への配慮や主体的なまちづくりとの連携 
北アルプスの眺望や田園風景など沿道景観に配慮するとともに、駅前通りや歴史ある街

道などにおける地域のまちづくりと連携してまちづくりの発展に資する道路整備を進め

ます。 

 

③ 公共交通機関の利用促進 
鉄道駅へのアクセス路となる道路の整備と併せて、各駅周辺におけるパーク＆ライド用

の駐輪場や駐車場の確保とその利用を促し、公共交通機関への転換を図ります。 

 

④ 自転車道ネットワークの活用と自転車利用の促進 
幹線道路網の整備とも連携して、安曇野市サイクリングコースを骨格にした自転車道ネ

ットワークの活用を図るとともに、自動車や歩行者などと共存して、安全･安心かつ快適

に通行できる自転車利用環境の整備を進めていくことにより、観光のみならず日常生活に

おける自転車の利用促進も促し、環境負荷の低減や健康志向ニーズへの対応を図ります。 

 

安曇野市 都市建設部 都市計画課 計画係 
 

〒399-8281 

長野県安曇野市豊科 6000 番地 

電 話：0263-71-2246  FAX：0263-72-3569 

メール：toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp 
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